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緒言 
 
 国立社会保障・人口問題研究所の世帯数の将来推計では、全国版は動的な世帯推移率法

を用いているが、都道府県版は静的な世帯主率法に依拠している。全国版で用いられる世

帯推移率法は、男女別・年齢（5 歳階級）別人口をさらに複数の状態に分割し、状態間の推

移確率行列を設定し、それに期首の状態別人口を乗じて期末（5 年後）の状態別人口を求め

ていく方法である。国立社会保障・人口問題研究所（2013）では、配偶関係と世帯内地位

の組合せによって、表 1 のように男子 12 種類、女子 11 種類の生存状態を定義した。 
 

表1 国立社会保障・人口問題研究所(2013)における配偶関係×世帯内地位

男性 女性

S: hS 未　婚・単独世帯のマーカ S: hS 未　婚・単独世帯のマーカ
S: hO   〃　　その他の世帯のマーカ* S: hO   〃　　その他の世帯のマーカ*

S: nh 　〃　　非マーカ S: nh 　〃　　非マーカ
M: hS 有配偶・単独世帯のマーカ** M: hS 有配偶・単独世帯のマーカ
M: hC 　〃　　夫婦のみの世帯のマーカ M: hP 　〃　　ひとり親と子の世帯のマーカ
M: hN 　〃　　夫婦と子の世帯のマーカ M: sp 　〃　　配偶者
M: hO 　〃　　その他の世帯のマーカ M: nh 　〃　　その他の非マーカ
M: nh 　〃　　非マーカ
W: hS 死離別・単独世帯のマーカ         W: hS 死離別・単独世帯のマーカ
W: hP 　〃　　ひとり親と子の世帯のマーカ W: hP 　〃　　ひとり親と子の世帯のマーカ
W: hO 　〃　　その他の世帯のマーカ W: hO 　〃　　その他の世帯のマーカ
W: nh 　〃　　非マーカ W: nh 　〃　　非マーカ

*  親夫婦を含まない世帯

** ひとり親と子の世帯のマーカを含む  

 
 一瞥して明らかなように、状態はまず「未婚」「有配偶」「死離別」の配偶関係に分類さ

れ、それぞれの配偶関係で可能な世帯のマーカまたは非マーカに細分されている。推移確

率行列の作成も二段階を経て行われ、まず表 2のような 4×4 の配偶関係間推移確率行列（死

亡確率を含む）を、男女別・5 歳階級別に作成した。次いで第 6 回世帯動態調査（国立社会

保障・人口問題研究所 2011）の集計結果に依拠し、配偶関係間推移が与えられた場合の状

態間の条件付推移確率を適用し、フルサイズの推移確率行列を作成した。 
 こうした状態間推移確率は、将来人口推計における年齢別出生率・死亡率・移動率に対

応する。将来人口・世帯推計では、そうした人口学的率（イベント生起率）こそが人口変

動をもたらすエンジンで、人口規模や人口構造、人口分布等は推計の結果得られるアウト



プットであると考えられる。したがって仮定値を設定すべきなのは人口学的率であり、本

来アウトプットであるべき人口増加率や年齢構造、地域分布等に対し仮定値を設定するの

は、方法論的に妥当でないとされる。 
 

表2. 配偶関係間推移確率行列

s m w d

s 未婚 1−qsm−qsw−qsd qsm qsw qsd

m 有配偶 0 1−qmw−qmd qmw qmd

w 死離別 0 qwm 1−qwm−qwd qwd

d 死亡 0 0 0 1

qsm 初婚確率

qsw 初婚→結婚解消確率

qmw 結婚解消確率

qwm 再婚確率

qsd 未婚者の死亡確率

qmd 有配偶者の死亡確率

qwd 死離別者の死亡確率

期首＼期末

 

 
 ところが都道府県別世帯推計（国立社会保障・人口問題研究所 2014）で用いられた世帯

主法は、妥当でない方法論に依拠している。世帯主率＝一般世帯主数÷一般世帯人員数は、

65 歳以上割合や市部人口割合等と同じく人口構造の一種であり、本来アウトプットとして

得られるべきものである。しかし世帯主率法では、将来の世帯主率を仮定して推計を行っ

ている。これは将来の 65 歳以上割合を仮定して人口高齢化の推計を行うのに似ている。 
 本稿では、都道府県別世帯推計に世帯推移率法を適用する場合の問題点について考察す

る。この場合、最も問題となるのは状態間推移と人口移動との関連である。全国世帯推計

では、国際人口移動は配偶関係や世帯内地位間の推移に影響しないと仮定している。日本

の国際人口移動の水準では、この仮定は妥当と考えられる。しかし都道府県間人口移動の

水準は国際人口移動よりはるかに高く、無視できる水準ではない。 
 
都道府県間移動と配偶関係間推移 
 
 ここでは地域がふたつしかない場合の最も単純な多地域モデルを考える。地域 1 と地域 2

の間の 5 年間移動確率を m12, m21 とする。仮に移動確率が配偶関係間推移確率と独立であ

る場合、推移確率行列は表 3 のようになるだろう。結婚・離婚・死別等が移動と独立であ

れば、地域別の配偶関係間推移確率と移動確率さえあれば、将来の男女別・5 歳階級別・配

偶関係別人口は投影できることになる。 
 独立性の仮定はどの程度妥当だろうか。直ちに生じる疑問は、そもそも結婚は夫妻の少

なくとも一方の移動を伴うものであり、都道府県間移動に限定してもなお移動と結婚は結

び付いているのではないかという点である。このことを、第 7 回世帯動態調査（国立社会

保障・人口問題研究所 2016）で確認してみたい。 
 



 
 
 
 
 



 表 4 は調査の 5 年前（2009 年 7 月）に未婚だった回答者の 5 年間の初婚確率を、都道府

県移動の有無別に示したものである。男女とも 5 年前の居住都道府県が調査時と異なる者

は、調査時点で既婚である確率が高い。男女とも統計的に有意差があるが、特に女子の場

合、移動者の非移動者に対する初婚の相対リスクは 0.40／0.15=2.7 倍に達する。 
 

表4. 都道府県間移動の有無別、5年前未婚者の初婚確率

男 N 初婚確率

移動なし 2,311 0.13371

移動あり 416 0.20913

χ 2 = 15.556 **

女 N 初婚確率

移動なし 2,012 0.14811

移動あり 282 0.40071

χ 2 = 105.559 ** **p<0.01
第7回世帯動態調査（2014）  

 
 表 5 は 5 年前に有配偶だった回答者の 5 年間の結婚解消（離婚または配偶者の死亡によ

る）を比較したものである。やはり移動者の方が調査時点で死離別に推移している可能性

が高いが、その差は初婚ほどではなく、男子では統計的な有意差はない。このように有配

偶者の結婚解消は移動と独立と仮定できるかもしれないが、初婚に関しては明らかに独立

ではない。再婚のケース数は少なく分析できなかったが、初婚と同じく移動と強く関連す

ることが予想される。 
 

表5. 都道府県間移動の有無別、5年前有配偶者の結婚解消確率

男 N 結婚解消確率

移動なし 6,292 0.03020

移動あり 255 0.05098

χ 2 = 2.8655

女 N 結婚解消確率

移動なし 5,840 0.08236

移動あり 215 0.13023

χ 2 = 5.5654 * *p<0.05
第7回世帯動態調査（2014）  

 
 移動者の初婚・再婚確率が非移動者より有意に高いことを勘案して、表 3 の推移確率行

列を修正することを考える。仮に移動者の相対リスク R>1 が移動の方向に対し対称的であ

れば、初婚に関しては表3の第1行第4,5列と第4行第1,2列を次のように修正すればよい。 
 
 m12 (1 − qsm1 R − qsw1 − qsd1),  第 1 行第 4 列 
 m12 qsm1 R,    第 1 行第 5 列 
 m21 (1 − qsm2 R − qsw2 − qsd2),  第 4 行第 1 列 
 m21 qsm2 R.    第 4 行第 2 列 



 
 しかし一般に移動がもたらす初婚の相対リスクは、移動の方向と独立なのだろうか。つ

まり特定の二地域について、いずれからいずれへの移動も同程度の結婚移動を伴うと仮定

してよいのだろうか。この仮定が破れる例として、大都市の郊外化と結婚移動が関連して

いる場合が想定される。この場合、都心への転入よりも都心から郊外への転出の方が、結

婚との結びつきが強いだろう。 
 

表6. 5年間の居住地の変化別、5年前未婚者の初婚確率

男 2009年7月 2014年7月 N 初婚確率 相対リスク

大都市中核 大都市中核 581 0.11360

大都市中核 その他 75 0.37333 3.29

その他 その他 2,135 0.13583

その他 大都市中核 79 0.24051 1.77

女 2009年7月 2014年7月 N 初婚確率 相対リスク

大都市中核 大都市中核 551 0.11978

大都市中核 その他 46 0.60870 5.08

その他 その他 1,771 0.16770

その他 大都市中核 44 0.31818 1.90

大都市中核は東京都・大阪府・愛知県
第7回世帯動態調査（2014）  

 
 そこで 47 都道府県を「大都市中核」（東京・大阪・愛知）と「それ以外」に二分し、5
年前未婚者の初婚確率を比較したのが表 6 である。予想どおり大都市中核からの転出の方

が初婚確率を引き上げる効果が大きく、大都市中核にとどまった者に比べ男子は 3 倍、女

子は 5 倍以上初婚確率が高い。大都市中核への転入も初婚確率を高めるが、相対リスクは

男女とも 2 倍未満にとどまっている。このように移動と初婚の結合が非対称的でない場合

が多いとすれば、多くの地域の組合せについて二種類の相対リスクを用意する必要がある

ことになる。 
 
 m12 (1 − qsm1 R1 − qsw1 − qsd1),  第 1 行第 4 列 
 m12 qsm1 R1,    第 1 行第 5 列 
 m21 (1 − qsm2 R2 − qsw2 − qsd2),  第 4 行第 1 列 
 m21 qsm2 R2.    第 4 行第 2 列 
 
 このように移動と配偶関係間推移は独立であり得ず、表 3 の独立モデルはかなりの修正

を要する。たとえ結婚解消は移動と独立と仮定し、再婚の相対リスクは初婚と同等と仮定

するにせよ、なお 47×46×2＝4324 通りの相対リスクを特定する必要がある。世帯動態調

査では標本規模が小さく、都道府県の組合せ別の集計は不可能である。このことは、全国

を「東京・大阪・愛知」と「それ以外」に二分した表 5 でさえ、5 年間の移動者は数十人の

規模にすぎないことからも察知できよう。十分な経験的根拠をもって、すべての転出元－

転入先の組合せ別に初婚の相対リスクを特定するのは、きわめて困難である。 



 
地域別の配偶関係間推移確率 
 
 表 3 では地域別に配偶関係間推移確率が異なることが想定された。現実に都道府県別の

人口・世帯を同時に推計するモデルでは、将来の都道府県別の初婚・再婚・結婚解消確率

および配偶関係別死亡確率が必要になる。一般に年齢別出生率や死亡率など、移動率以外

の率は、全国値からの格差を用いて仮定値を設定する方法が有効とされる。都道府県別世

帯推計（国立社会保障・人口問題研究所 2014）でも、各都道府県の男女別・5 歳階級別・

家族類型別世帯主率の全国値からの格差を用いて将来の世帯主率を仮定している。 
 初婚確率の場合、移動と届出地の関係がまず問題になる。結婚前後の居住地は、夫の結

婚前居住地、妻の結婚前居住地、結婚後の居住地（同居）の三つがある。おそらくほとん

どの夫婦は結婚後の居住地で届け出るだろうが、その場合、結婚移動者と結婚前からの居

住者が区分できず、相対リスクが正しく適用できない。 
 人口動態統計年報には、当該年度内に届出て結婚生活に入った夫婦の都道府県別・年齢

別初婚数が掲載されている。届出遅れや年齢不詳が除外されているため、これを国勢調査

の未婚人口で割って得た初婚ハザードは過小評価になる。仮に遅れや不詳の生じ方に地域

差がないのであれば、全国値との格差には影響を与えない。しかし実際には、大都市圏の

方が遅れや不詳が多いことが予想される。 
 

0

5

10

15

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

(%)

図1. 女子の年齢別、配偶関係不詳割合（2015年国勢調査）

全国 東京都 沖縄県
 

 
 分母となる国勢調査人口に年齢や配偶関係の不詳が非常に多い場合、そもそも計算され

た初婚ハザードが過小なのか否かすら明瞭でなくなる。図 1 をみると、配偶関係不詳には

明らかに地域差があり、しかも年齢パターンも一様でない。東京都の女子では全体的に配

偶関係不詳が多く、23～30 歳では 10%を超える。沖縄県は 20～30 代は全国より配偶関係

不詳の割合が低いが、40 代以降でも不詳割合が低下しない。これは、東京都の配偶関係不

詳者には未婚者が多く、沖縄県は死離別が多いことを示唆するように思われる。このよう



に配偶関係不詳の内訳に地域差があるとすれば、単純な比例配分による補正は誤った結論

を導く可能性が高い。 
 図 2 は 2015 年の人口動態統計年報にある女子の初婚数を、2015 年国勢調査の未婚日本

人女子人口で割った初婚ハザードで、遅れや不詳の調整はしていない。図 1 の配偶関係不

詳の水準から、東京都のハザードは過大評価で、沖縄県は 40 歳未満では過小評価になって

いるだろう。しかし全体的なハザードの高低に加え、沖縄県は全国値より早婚で東京都は

晩婚であるというテンポの違いも認められる。したがって全国からの格差としては、全体

の比例ハザード係数に加え、水平方向のシフトに関するパラメタも必要になるだろう。ま

た沖縄県の年齢パターンは凹凸が大きく、あらかじめ平滑化しておく必要がある。しかし

20 代前半にみられる不自然な膨らみは、婚外出生や婚前妊娠に関する異質性の結果かも知

れず、平滑化でならしてしまってよいものか疑問が残る。 
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図2. 女子の年齢別、初婚ハザード（2015年）

全国 東京都 沖縄県
 

 
条件付確率の地域差 
 
 全国世帯推計では、表 2 のような配偶関係間推移確率行列（4×4）に対し、世帯動態調

査から得られた条件付推移確率を適用してフルサイズの推移確率行列（男子 13×13、女子

12×12）を作成する。もし条件付確率に地域差がないのであれば、全国での条件付確率を

そのまま適用すればよいが、そのような仮定が正当化されるとは考えにくい。 
 たとえば配偶関係間推移として、期首に未婚だった者が期末にも未婚のままとどまった

という条件が与えられたとする。この場合、最も大きな推移は親世帯からの離家による、

未婚の非マーカ（表 1 の S:nh）から未婚の単独マーカ（S:hS）への推移である。結婚前の

離家は進学・就職を契機とすることが多いので、そうした機会が豊富な大都市圏では結婚

前離家確率が低いことが予想される。実際に表 7 の集計結果をみると、20～29 歳未婚女子

の離家経験割合は関東と近畿で低い。20～29 歳未婚男子の地域パターンはこれとは異なり、

東海・甲信で低く、東北・北陸は非常に高い。関東・近畿は北海道・中国・四国とあまり



変わらず、大都市圏で離家が遅いということではなさそうである。いずれにせよ結婚前離

家のタイミングには明らかに地域差があり、全国の条件付確率を一律に適用するわけには

行かない。 
 

表7. 地域ブロック別、20～29歳未婚者の離家経験割合

男 女

N 離家経験済み(%) N 離家経験済み(%)

北海道    52 50.0 36 36.1

東北・北陸 112 67.0 83 33.7

関東      357 52.1 258 28.7

東海・甲信 108 43.5 107 37.4

近畿      146 53.4 169 29.6

中国・四国 54 50.0 88 59.1

九州      59 45.8 82 37.8

第7回世帯動態調査（2014）  

 

表8. 地域ブロック別、過去5年間に結婚した回答者の世帯主率

男 女

N 世帯主率(%) N 世帯主率(%)

北海道    24 87.5 25 4.0

東北・北陸 41 65.9 42 4.8

関東      181 91.7 174 2.9

東海・甲信 61 80.3 58 3.4

近畿      69 92.8 70 5.7

中国・四国 43 90.7 39 0.0

九州      105 88.6 103 2.9

第7回世帯動態調査（2014）  

 
 配偶関係間推移として、未婚または死離別から有配偶への推移、つまり結婚を経験した

という条件が与えられた場合についても考える。この場合、結婚後夫の大部分は世帯主に

なると考えられる。しかし表 8 の集計結果をみると、東北・北陸で結婚 5 年以内の夫の世

帯主率が低いことがわかる。 
 このような子との同居割合と世帯構造の地域差については、以前から研究されてきた。

清水（1985）は 1973,1983 年厚生行政基礎調査を分析し、東北 6 県と北陸 4 県を特に三世

代世帯が多い地域、北海道、関東Ⅰ（埼玉・千葉・東京・神奈川）、近畿Ⅰ（京都・大阪・

兵庫）、南九州（熊本・宮崎・鹿児島・沖縄）を特に核家族が多い地域とした。清水（1992）
では国勢調査の高齢者がいる世帯の家族類型から、核家族世帯と単独世帯を合わせた比率

は一貫して山形県で最小値、鹿児島県で最大値をとり、しかもその格差は 1970～85 年の期

間に拡大したとした。 
 清水（1985）が提示した三世代世帯地域（東北・北陸）、核家族地域（北海道・首都圏・

大阪圏・南九州）、およびその他という三類型は、Kojima(1989)、西岡（2000）、鈴木（2001）
等の親子同居の要因に関する多変量解析で用いられた。それ以外の地域類型を用いた



Kojima(1994)、Budak et al. (1996)、田渕・中里（2004）、施（2008）等の多変量解析でも、

おおむね東北・北陸で親子同居が多く、西南日本で少ないという結果が得られた。このよ

うにほとんどの多変量解析で地域ブロックの効果が有意に検出されるということは、そう

した地域差が人口構造や学歴・職業・所得等の簡単に観測される階層差に還元できない、

何らかの文化的差異に根ざしていることを示唆する。特に、同居による密接な相互扶助を

良しとするか、一定の距離を置いた親子関係を良しとするかの考え方の地域差があるよう

に思われる。 
 歴史人口学的研究によると、東北日本と西南日本の家族システムの差は少なくとも江戸

時代までさかのぼれることがわかっている。18～19 世紀の岩代国下守屋村（福島県）と美

濃国西条村（岐阜県）を比較した Ochiai(2009)は、いずれも直系家族システムではあるが、

同一の家族システムとは言えないと結論づけた。下守屋では三世代家族が多く、西条では

核家族が多かったという違いに加え、差は結婚や奉公といったライフコースから出生率に

まで及んでいた。平井（2008）によると、東北の家族システムは「遅れた近畿型」ではな

い。晩婚で家長の交替が遅い近畿地方の家族システムは、18 世紀に新田開発の余地がなく

なり、人口圧力によって分割相続が困難になった状況で確立した。近畿での近世的な「イ

エ」の確立は人口抑制を目的とし、家にいられなくなった者は都市へ流入し、都市の高い

死亡率も人口調整の役割をした。しかし東北では飢饉等の自然災害によって経済的条件が

厳しく、幕末になっても土地不足を生じるほど人口が過剰になることはなかった。むしろ

東北では 18 世紀の人口減少によって村落経済は停滞し、田畑は荒廃した。このような危機

に対する「生き残り戦略」として近世的な「イエ」が確立した。 
 このように長く続いてきた世帯形成規範の地域差は今後も持続するだろうが、長期推計

を行うのであれば地域差が最終的に解消するのか、一定の差を残して収束するのかの判断

を迫られることになる。また結婚時には新居制でも、高齢の親と再同居して拡大家族を形

成する頻度やタイミングにも地域差があり得、これも推移確率行列に影響する。さらに子

の離家や結婚のタイミングの地域差は、高齢夫婦のみの世帯（エンプティ・ネスト）へ移

行するタイミングに影響するが、そうした地域差を補足するのは難しい。 
 
政策的意義 
 
 仮に動的モデルによる地域別人口・世帯の同時推計が実現した場合、政策的な利用価値

は大きい。まず、現在の人口・世帯推計では得られない地域（都道府県）別の配偶関係別

人口や配偶関係間推移数が得られる。地域別の晩婚化・未婚化や離婚の増加は、有配偶女

子人口の減少を通じて、地域人口の減少を強く規定する。男女・年齢別の離婚数や離別人

口が得られれば、女世帯主世帯と子どもを含む貧困世帯の発生メカニズムがより詳細に把

握でき、児童福祉政策に有益だろう。類型別世帯数のストックに加え、フローも得られる

のも大きな利点である。たとえば特定期間に独居に移行する高齢者数と独居から脱出する

高齢者数が得られれば、よりきめ細かな支援が可能だろう。 
 移動と状態間推移の関連が定量的に示せれば、応用範囲は広いだろう。未婚者の離家や

親元への戻り、初婚時の移動に関する統計資料は、地方再生の施策に有益な示唆を与える

だろう。結婚解消時、退職時の移動や高齢者の呼び寄せ移動に関する資料も、経済・福祉

政策と広く関連するだろう。たとえ将来推計が可能なほど広範で詳細な資料が得られなく

ても、移動と世界形成・解体の関連に関する調査研究の蓄積は、幅広い政策分野に有意義



な貢献を果たすだろう。 

 
結語 
 
 本稿で検討したように、地域別人口推計と世帯推計を同時に行うモデルには、多くの方

法論的問題が立ちはだかることになる。地域間移動と配偶関係間推移は独立でなく、特に

移動と結婚の相関は転出元・転入先の組合せによって複雑なパターンを示す。地域別の配

偶関係間推移確率の算出には、官庁統計における年齢・配偶関係不詳のパターンが地域に

よって異なることが問題となる。配偶関係間推移確率行列を世帯推計のための推移確率行

列に拡張する際には、様々な条件付確率に地域差があることが想定され、基礎データを得

るのが難しい上に、説得力のある仮定値設定を行うのも困難である。現状では地域別人口・

世帯の同時推計モデルを構築するには、非情に強い仮定を置かざるを得ず、きわめて不満

足なものしか構築できないだろう。 
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